
10．対　外　経　済　対　策

昭和59句12円14日

托璃封碑間拉会捕

相が同は、自由司易仇糾の削寺・‾強化、調和ある封外圧折調日系の形成及び担印楼清の清作化を阿るため、去年4月

27日、市域の開放、輸入の促進、命駿・熊木市場の自由化、投R交流の促進等について対外絆調封笛を決定し、封

花その亨l尖な妄権を阿っている陀岡にあるが、’その韓における我が同棲清を取り巻く絹特の酎ヒ1を拘まえ、甜只；毒

I：由の絞箔発醇へ日録与るとともに．、0「Cr）間駄坪窮余の舎穀に従い、更にはガットにおける新ラウンドの格別勺

推進等を適する自由貿易体制の維持・強化を回るため、今般、閲税上の揖指に閥し、下記のとおり決定し、これを実

施づることとする．

1．関税率の随梶又は引下げ

（1）女房ラウンド舎息に則った同税引下げの棟上げ間置

先進清田における同様のは胃の真価をⅣ‖毒し、東京ラウンド合点に則った閥税引下げの繰上げ間置につき、昭和

60匂二庭から次のように実施することとし、所要の手続を進める．

①農林水産品については、開発途上国との貿易拡大に特に配慮し、別紙1の晶指について2時煉り上げ取捨隷持説

串を適用1る．

②その他の臨終水醇晶については、1年綻り上げて実施する。

③拡工業品については、2年操り上げて実施する．

（2）飼別品目の同税の撤廃

別紙2の開発途上四個心晶目につき昭和60年縦から剛父の他職を行うこととし、所曹のす・杭を進める．
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2．椅恕馴抑腋の改誤

同郡事上田との胃別払大を阿るため、椚和601日毎から次のような筒愈罰税一郎立の改洋をl了うこととし、苗巧の手

抜きを准める．

（11鴇蛸シーリング絆の拡大

昭和5・9a碇に大将に拡大したところであるが、昭和60年度においても拡丁薬品に係る持裏シーリング総枠を

1千位円熟主（約8％）拡大する．

（2）SP晶嗣（セレクテッド・プロダクツ）の削減 ●

別概3の鉱工業晶について、SP品目（特恵税率を実行税率の1／2と　る晶R　から識外し、特暮税率を叙堤

とする．

（3）梓発院発途J国特急特別摘評例外品目の削減

接柁開発途上厨虎の裁麻織物について、楕店シーリング枠を撤嫡し、特攻特別間置の封魚とする．
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く男り紙　1）

税　　　　　番

02．06－2ex

03．01－2脚A ex

O3．01－2t2IB ex

03．0ト2脚B ex

03．0ト2（2IB ex

O3．01－2く幻B ex

O3．02－1eX

03．03－1日er

03．03－2日ex

O6．03

08．01－1位I

O6．01・2ex

O8．01一石け

08．01●有け

08．02－3

08．06ex

O8．10ex

09．04－2t2I

09．10－1

09．10－3脚B f叫

15．07－3ex

18．0　－封l ex

品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

肉及び食用のくず肉
ものに服るものとし
く．）（豚及び牛の

．（塩．蔵、塩水槙
、くず肉にあって
内及びくず肉以外

け、乾填又はくん奥の
は、宴さんの肝臓を除
のもの）・

たらの卵（冷凍のもの）

パラクータ（かます持及びくろたちかます蹄のものに限る．）
及びキングクリップ（・生鮮又は冷蔵のもの）（フィレーを除
く．）

たい、バラクータ（かます格及びくろたちかます科のものに
限る．）及びキングクリ．ップ（冷凍のもの）くフイケーキ除
く．）

さめ（生鮮又は冷蔵のもの）（フィレーを除く．）

さめ（冷凍のもの）（フィレー‾を除く．）

たら（ガドゥス馬、テラゲラ属及びメルルシウス届の魚）の
卵（塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のものに限る．）

いせえび及びその他のえび・（生鮮、冷蔵又は冷凍のもの）

いか（生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの）

切花（生腋のもの又は乾燥、染色、漂泊その他の加工をした
もので、花束用又は装飾用に適するものに限る．）

干しバナナ

パイナップル（乾燥のもの）

ココやしの実及びブラジルナット（生鮮又は乾燥のものに限
る．）

カシューナット（生鮮又は乾燥のものに限る．）

グレープフルーツ（生鮮又は乾燥のものに限る．）

なし及びマルメロ（生鮮のものに限る．

パパイヤ、ポポー、＿アボカド－、グアバ、ドリアン、プリン
ビン、チャンペグ、－ナンカ、バンの実、ランブータン、ジャ
ンボ、レンプ、サボテ、チェリモ・了、サントル、シュガ「ア
ップル、．マンゴー、カスター7二iツプル、バッシゴンフルーツ、
ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ（冷凍の
もので、無精のものに限る．）

こしょう尾のペッパー及びとうがらし尿又はピメンタ尾のビ
メソ　「（小売容器入り以外のもの）（拗辞し又は混合したも
の）

カ　レー

その他の香辛料（小売容惑入り以外のもの）（粉砕し又は混
合したもの）（しょうが以外のもの）

パーム池

内又はくす肉のその他の鋼製品（功等以外のもので、単に水
煮した後・に乾侵したもの）（牛肉、隊内又はこれらのくす肉
を含有するものを除く．）
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税　　　　　番 品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

16．05－2ex

20．01－1ex

20．0ト2ex

20．06－1（1日は

21．04－2日

21．07－2（2IA ex

30．03－3MB ex

38．11－1ex

38．1ト2ex

44．14●l

えびの綿製品　くくん製のもの並びに鞄に水又は塩水で煮、又
は
の 呈雛誓胤 冷凍、塩蔵、‾塩水湧け若しくは乾燥したも

パパイヤ．、ポポー、アボカド一、グアバ、ドリアン、プリ　ン
ビン、チャンペグ、ナンカ、バンの実、ランブータン、ジャ
ンボ、レンプ、サボテ、チェリモア、サントル、シュガーア
ップル、カスターアップル、バッシ欝　ンフルーツ、ランソム、
サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン（食酢又
は酢酸で甜製したもので、加楯のもの）

マンゴー及びマンゴスチ・ン（食酢又は酢酸で絹製したもので、
無緒のもの）

絹製したパイナップル・（加帖のもの）（缶詰、瓶結又はつ
ば砧のもので、容右ともの1個の重量が101g以下のものに限
る．）

インスタントカレーその他のカレ「絹製品

アルコールを含有しない飲料のもと（おたねにんじん又はそ
のエキスを含有するもの）（無鳩のもの）

おたねにんじんの娘（小売用の形状又は包装にしたもの）

除草剤、殺鼠剤、尭芽抑制剤等（植物生長鴫整剤、消毒剤、
殺虫剤、殺菌剤を除く．）（小売用の形状又は包装にしたも
の）

有機塩素系殺虫剤

木材（長さの方向にひいたもの及び平削りし
ものに限るものとし、更に加工したものを除
び合板用単板（厚さが5■1以下のものに限る
つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくた
んを除く．）のもの）

又は丸はぎした
く．）、薄板及
．）（かりんこ
ん（しまこくた

合板（表面加工してないもの）（両表面の板が針葉樹材以外
のもので、厚さが6tt以上のもの）
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（刃り紙　2）

税　　　　　番 品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

27．10●1位LB tは

29．35－9

41．02－2t2日け

58．04－1日

59．15－－1

59．15・3ex

62．04－1

85．03－1

65．04－1．

73．07－2e’x

82．15－1

ノルマルパラフィ　ン

サントエソ

牛革及び馬尾の動物の革（クロムなめしのもの）（フルグレ
ーン又はグレーンスプリ　ットで半なめしのものに槻る．）

パイル織物及びシェニール織物（添加束が羊毛又は繊獣毛製
のもの）（アストラカン織り又はシール織りのもの）‘

紡織用繊維製の康一ス等（亜麻製又はラミー製のもの）

紡織用繊維製のホース等（合成繊維製又は綿製のもの以外の
もの）

ターボリン、帆、日よけ、テント及びキ十ンプ用品（‘亜麻製、
ラミー製等のもの）

フェルト製の帽子（貴金属、これを張り若しくはめっさした
金属、貴石等を用いたもの）

帽子（組物裏のもの等）（貴金属、貴金属をめっきした金属
等を用いたもの）

鉄柵のビレット及びスラブ

卑金属製の柄（貴金属をめっきした金属等を用いたもの）
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く男り紙　3　）

税　　　　　 番 品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名

51‘．0 1－1日

・51．01－2日

57．‾10 ．

人造繊維 の長繊維 の糸　 く会薗繊 維又 は7 セテ ー ト繊維 の塵丑r
が 全盛且 の 50％を超え るもの）

人造繊維 の長繊維 の糸・（合成繊維 又 はアセテ ー ト賂経の重畳
が全重量 の50％以下の もの）

黄麻 その他 ゐ紡織 用掛皮 繊維 の織物

67．03－3 ．

67．0 4

97．02

紡織用繊維材料 （かつ らその他 これに輯 す る物品の製 作用 に
絹製 した ものに限－る．）

かつ ら、付 けひげその他 とれ に耕 す る物品等 （人髪 製、‘・獣毛
製又 は紡織用繊維 製の‘ものに限 る．）

人形
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